
５．１．３ 測定方法 
sXGP 方式の測定法については、国内で適用されている時分割方式の LTE 携帯無線通信 の測定法

に準ずることが適当である。 
 
 
(1)送信装置 
ア 周波数 
(ｱ) 親機 
被試験器の親機を変調波が送信されるように設定し、波形解析器等を使用し、周波数偏差を測定する。 
被試験器が、無変調の状態にできる場合は周波数計を用いて測定することができる。 
(ｲ) 子機 
被試験器の子機を親機シミュレータと接続し、波形解析器等を使用し周波数偏差を測定する。 
 
 
イ 占有周波数帯幅 
(ｱ) 親機 
被試験器の親機を定格出力で送信するよう設定する。スペクトルアナライザを搬送波周波数に設定し

てその電力分布を測定し、全電力の 0.5％となる上下の限界周波数点を求め、その差を占有周波数帯

幅とする。 
(ｲ) 子機 
被試験器の子機と親機シミュレータ及びスペクトルアナライザを分配器等により接続し、試験周波数

に設定して最大出力で送信する。スペクトルアナライザを搬送波周波数に設定してその電力分布を測

定し、全電力の 0.5％となる上下の限界周波数点を求め、その差を占有周波数帯幅とする。 
 
 
ウ 帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度 
(ｱ) 親機 
被試験器の親機を定格出力で送信するよう設定し、空中線端子に接続されたスペクトルアナライザに

より、分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅とし、規定される周波数範囲毎にスプ

リアス領域における不要発射の強度を測定する。 
分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、分解能帯域幅を参照

帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に渡って積分した値を求める。 
また、搬送波近傍等において分解能帯域幅を参照帯域幅にすると搬送波等の影響を受ける場合は、分

解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し参照帯域幅に換算する方法を用いることができる。 
なお、被試験器の空中線端子からアンテナ放射部までにフィルタによる減衰領域がある場合には、測

定結果を前記減衰量にて補正すること。 
 (ｲ) 子機 
被試験器の子機と親機シミュレータ及びスペクトルアナライザを分配器等により接続し、試験周波数

に設定して最大出力で送信する。分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅とし、規定

される周波数範囲毎にスプリアス領域における不要発射の強度を測定する。 
分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、分解能帯域幅を参照

帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に渡って積分した値を求める。 
また、搬送波近傍等において分解能帯域幅を参照帯域幅にすると搬送波等の影響を受ける場合は、分

解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し参照帯域幅に換算する方法を用いることができる。 
 



 
エ 空中線電力 
(ｱ) 親機 
被試験器の親機を定格出力で送信するよう設定し、電力計により空中線電力を測定する。 
(ｲ) 子機 
被試験器の子機と親機シミュレータ及び電力計を分配器等により接続する。最大出力の状態で送信し、

電力計により空中線電力を測定する。 
 
 
オ 搬送波を送信していないときの電力 
(ｱ) 親機 
規定しない。 
(ｲ) 子機 
被試験器の子機を親機シミュレータ及びスペクトルアナライザを分配器等により接続し、送信停止状

態とする。分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅とし、漏えい電力を測定する。 
分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、分解能帯域幅を参照

帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に渡って積分した値を求める。 
 
 
カ キャリアセンス 
(ｱ)親機 
受信機給電点において工事設計書の空中線電力の記載に従い技術基準で定められたレベルになるよう

に標準信号発生器の信号レベルを設定する。なお、空中線電力が可変できる場合は、キャリアセンス

検出レベルの最小及び最大の状態となるように信号発生器のレベルを設定して確認する。 
標準信号発生器の出力をオフとして送信状態としスペクトルアナライザ等により送信することを確認

する。 
上記の標準信号発生器の出力をオンとして送信状態としスペクトルアナライザ等により送信しないこ

とを確認する。 
(ｲ)子機 
規定しない。 
 
 
(2)受信装置 
ア 副次的に発する電波等の限度 
(ｱ) 親機 
被試験器の親機を受信状態（送信出力停止）にし、受信機入力端子に接続されたスペクトルアナライ

ザにより、分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅とし、規定される周波数範囲毎に

副次的に発する電波の限度を測定する。 
分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、分解能帯域幅を参照

帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に渡って積分した値を求める。 
なお、被試験器の空中線端子からアンテナ放射部までにフィルタによる減衰領域がある場合には、測

定結果を前記減衰量にて補正すること。 
(ｲ) 子機 
被試験器の子機と親機シミュレータ及びスペクトルアナライザを分配器等により接続し、試験周波数

に設定して受信状態（送信出力停止）にする。 



分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅とし、規定される周波数範囲毎に副次的に発

する電波の限度を測定する。 
分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、分解能帯域幅を参照

帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に渡って積分した値を求める。 
 
 


